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平成 28年２月 10日  

27墨 議 第 981号  

墨田 区 議会 議会 改革 検 討委 員会 の設 置 及び 運営 に  

関す る 要綱  

 

 

 

(設置) 

第１ 条  区 民に 対し て より 開か れた 区 議会 とす ると と もに 、議 会  

活動 の 一層 の活 性化 を 図る ため の具 体 的 な 方 策 を 検 討 す る た め 、

墨田 区 議会 議会 改革 検 討委 員会 （以 下 「 検 討 委 員 会 」 と い う 。 ）

を設 置 する 。  

（検 討 事項 ）  

第２ 条  検 討委 員会 は 、議 長の 求め に 応じ て、 議会 改 革に 関す る

事項 を 協議 し、 その 結 果を 議長 に報 告 する 。  

２ 議 長は 、検 討委 員 会か らの 報告 に つい て、 各派 交 渉会 に諮 り

実施 す るも のと する 。  

（構 成 ）  

第３  条検 討委 員会 は 、会 派か ら選 出 され た議 員及 び 会派 に所 属  

 し な い議 員を もっ て 構成 する 。  

２ 会 派か ら選 出す る 委員 の割 当数 は 、所 属議 員３ 人 につ き１ 人

とす る 。た だし 、小 数 点以 下の 端数 が 生じ たと きは 、 これ を四

捨五 入 する もの とす る 。  

３ 議 長及 び副 議長 は 、オ ブザ ーバ ー とし て出 席す る 。  

（座 長 及び 副座 長）  

第４ 条  検 討委 員会 に 座長 及び 副座 長 を置 く。  

２ 座 長及 び副 座長 は 、委 員の 中か ら 互選 する 。  

３ 座 長は 、検 討委 員 会の 議事 を整 理 し、 秩序 を保 持 する 。  

４ 副 座長 は、 座長 を 補佐 し、 座長 に 事故 があ ると き 又は 座長 が

欠け た とき は、 座長 の 職務 を行 う。  

５ 座 長及 び副 座長 に とも に事 故が あ ると きは 、年 長 の委 員が 座

長の 職 務を 行う 。  

（座 長 及び 副座 長が と もに ない とき の 互選 ）  

第５ 条  座 長及 び副 座 長が とも にな い とき は、 議長 が 検討 委員 会

の招 集 日時 及び 場所 を 定め て、 座長 の 互選 を行 わせ る 。  

２ 前 項の 互選 に関 す る職 務は 、議 長 が行 う。  
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（招 集 ）  

第６ 条  検 討委 員会 は 、座 長が 招集 す る。  

（定 足 数）  

第７ 条  検 討委 員会 は 、委 員の 半数 以 上が 出席 しな け れば 会議 を

開く こ とが でき ない 。  

２ 委 員が 会議 に出 席 でき ない とき は 、あ らか じめ 座 長の 許可 を

得て 、 代理 の者 （当 該 委員 と同 じ会 派 の所 属議 員に 限 る。 ）を

出席 さ せる こと がで き る。  

（表 決 ）  

第８ 条  検 討委 員会 の 議事 は、 全会 一 致を 原則 とす る 。た だし 、

座長 が やむ を得 ない 事 情が ある と認 め る場 合は 、出 席 委員 の過

半数 で 決し 、可 否同 数 のと きは 、座 長 の決 する とこ ろ によ る。  

２ 前 項の 場合 にお い ては 、座 長は 、 委員 とし て採 決 に加 わる こ

とが で きな い。  

 （ 意 見の 聴取 ）  

第９ 条  検 討委 員会 は 、必 要が ある と 認め ると きは 、 委員 以外 の

者の 出 席を 求め 、意 見 を聞 くこ とが で きる 。  

 （ 委 員外 議員 の傍 聴 ）  

第１ ０ 条 検討 委員 会 は、 委員 以外 の 議員 が傍 聴を す るこ とが で

きる 。  

（会 議 の記 録）  

第１ １ 条 座長 は、 職 員を して 会議 の 概要 、出 席委 員 の氏 名等 必

要な 事 項を 記載 した 記 録を 作成 させ 、 これ に署 名し 、 又は 押印

しな け れば なら ない 。  

２ 前 項の 記録 は、 区 議会 ホー ムペ ー ジ等 に掲 載し 、 情報 提供 す

る。  

 （ 補 則）  

第１ ２ 条 この 要綱 に 定め るも のの ほ か、 検討 委員 会 の運 営等 に

つい て 必要 な事 項は 、 座長 が会 議に 諮 って 定め る。  

 

付 則  

この 要 綱は 、平 成２ ８ 年２ 月１ ０日 か ら適 用す る。  


